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▼
長
崎
新
幹
線
整
備
促
進
議
員
連
盟

　

３
月
10
日
、
次
の
内
容
に
つ
い
て
、
板

坂
博
之
会
長
（
長
崎
県
下
市
町
議
会
新
幹

線
推
進
連
絡
協
議
会
会
長
兼
務
）
が
、
長

崎
県
議
会
・
関
係
市
議
会
と
の
合
同
で
、

与
党
九
州
新
幹
線
（
西
九
州
ル
ー
ト
）
検

討
委
員
会
メ
ン
バ
ー
や
政
府
関
係
者
等
に

対
す
る
要
望
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

１　

平
成
27
年
１
月
の
政
府
・
与
党
申
し

　

合
わ
せ
を
厳
守
し
、
開
業
時
期
を
平
成

　

34
年
度
か
ら
可
能
な
限
り
前
倒
し
す
る

　

こ
と
。

２　

フ
リ
ー
ゲ
ー
ジ
ト
レ
イ
ン
に
よ
る
平

　

成
34
年
度
全
面
運
行
に
代
わ
る
開
業
の

　

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
暫
定
的
な
も
の

　

で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
で
き
る
だ

　

け
速
や
か
に
、
新
幹
線
本
来
の
時
間
短

　

縮
効
果
が
発
揮
で
き
、
山
陽
新
幹
線
へ

　

の
乗
り
入
れ
を
前
提
と
し
た
方
法
を
決

　

断
す
る
こ
と
。

３　

フ
リ
ー
ゲ

　

ー
ジ
ト
レ
イ

　

ン
に
よ
る
平

　

成
34
年
度
全

　

面
運
行
に
代

　

わ
る
開
業
に

　

よ
っ
て
生
じ

　

る
追
加
費
用

　

は
、
全
額
国

　

で
負
担
す
る

　

こ
と
。

▼
核
兵
器
廃
絶
長
崎
市
議
会
議
員
連
盟

　
世
界
か
ら
核

兵
器
の
廃
絶
の

実
現
を
図
り
、

も
っ
て
国
内
外

の
人
々
と
平
和

へ
の
思
い
を
共

有
す
る
と
と
も

に
、
長
崎
市
を

は
じ
め
、
国
内

外
に
お
け
る
平

和
活
動
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
全

長
崎
市
議
会
議

員
が
メ
ン
バ
ー

と
な
り
、
３
月

７
日
に
正
式
な

議
員
連
盟
と
し

て
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、

３
月
11
日
に
、

設
立
総
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
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平日は毎日更新中！
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ぜひ議会の傍聴へ！
　本会議や委員会は、
どなたでも傍聴するこ
とができます。
　傍聴を希望される方
は、本会議は本会議
場入口で、委員会は
議会事務局総務課で、
受付簿に氏名・住所を
ご記入ください。

議　
員　
連　
盟

▲要望活動の様子

６　
月

10日（金） 本会議（招集日）

15日（水）〜17日（金）
20日（月） 本会議（一般質問）（4日）

21日（火）〜24日（金） 常任委員会（4日）

27日（月） 特別委員会

29日（水） 本会議（委員長報告等）

6 月定例会の予定 議員（政治家）の寄附は法律で禁止されて
います。また、求めてもいけません。
　公職選挙法では、議員（政治家）が選挙区内
の人にお金や物を寄附することを禁止していま
す。例えば、自治会の集会・旅行や地域の運動
会・お祭りへの寸志・飲食物等の差入れなど、日
常的に行われている寄附行為であっても議員は
行うことができません。
　また、有権者が議員にこのような寄附を求め
ることも禁じられています。
　長崎市議会では、他都市において公職選挙
法違反の事件が起きたのを契機に、今後とも一
層法令遵守に努めていくことを決議しています。
市民の皆さまも、法の趣旨等をご理解のうえ、ご
協力をいただきますようお願いいたします。

※「公職選挙法遵守に関する決議」や「公職選挙法
で禁止されている寄附行為」については、市議会
ホームページに掲載しています。

※日程は変更となる場合があります。


